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第２号議案 

   吉川市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例 

 吉川市空家等対策協議会条例（平成２７年吉川市条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （庶務） 

第９条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課

において処理する。 

  

 

 （庶務） 

第９条 協議会の庶務は、市民生活部危機管理課

において処理する。 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 空家等対策事業について、空家等の利活用を促進するため、その所管を都市整備部都市

計画課に変更することから、空家等対策協議会の庶務担当部署についても、都市計画課に

変更したいので、この案を提出するものである。 
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第３号議案 

   吉川市介護福祉総合条例の一部を改正する条例 

 吉川市介護福祉総合条例（平成１２年吉川市条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄中号及び号の細目の表示に下線が引かれた号及び号の細目（以下

「移動号等」という。）に対応する同表の改正後の欄中号及び号の細目の表示に下線が引

かれた号及び号の細目（以下「移動後号等」という。）が存在する場合には、当該移動号

等を当該移動後号等とし、移動号等に対応する移動後号等が存在しない場合には、当該移

動号等を削る。 

 

改正後 改正前 

 

第７条 市は、法令及びこの条例に定めるところ

により、次に掲げる介護福祉を行う。 

 (1) 保健施策 

  ア～ク 略 

 

  ケ 略 

  コ 略 

 (2)～(11) 略 

 

 （条例で定める介護福祉の内容） 

第８条 前条に掲げる介護福祉のうち条例で定め

る介護福祉（介護保険給付以外のものをいう。

以下この節において同じ。）の内容は、次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおり

とする。 

 (1)～(7) 略 

 

 

第７条 市は、法令及びこの条例に定めるところ

により、次に掲げる介護福祉を行う。 

 (1) 保健施策 

  ア～ク 略 

  ケ 公衆浴場無料入浴券の支給 

  コ 略 

  サ 略 

 (2)～(11) 略 

 

 （条例で定める介護福祉の内容） 

第８条 前条に掲げる介護福祉のうち条例で定め

る介護福祉（介護保険給付以外のものをいう。

以下この節において同じ。）の内容は、次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおり

とする。 

 (1)～(7) 略 

 (8) 公衆浴場無料入浴券の支給 心身の健康の
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 (8) 略 

 (9) 略 

 (10) 略 

 (11) 略 

 (12) 略 

 (13) 略 

 (14) 略 

 (15) 略 

 (16) 略 

 (17) 略 

 (18) 略 

 (19) 略 

 (20) 略 

 (21) 略 

 (22) 略 

 (23) 略 

 (24) 略 

 (25) 略 

 (26) 略 

 (27) 略 

 (28) 略 

２ 略 

  

保持及び増進のため、市内に住所を有する６

５歳以上の者を対象に市内の公衆浴場に無料

で入浴できる券を支給する施策 

 (9) 略 

 (10) 略 

 (11) 略 

 (12) 略 

 (13) 略 

 (14) 略 

 (15) 略 

 (16) 略 

 (17) 略 

 (18) 略 

 (19) 略 

 (20) 略 

 (21) 略 

 (22) 略 

 (23) 略 

 (24) 略 

 (25) 略 

 (26) 略 

 (27) 略 

 (28) 略 

 (29) 略 

２ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 市内公衆浴場の廃業に伴い、公衆浴場無料入浴券の支給を廃止したいので、この案を提

出するものである。 
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第４号議案 

吉川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 吉川市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例（平成２５年

吉川市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動条項」と

いう。）に対応する同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に引かれた条、項、

号及び号の細目（以下「移動後条項等」という。）が存在する場合には、当該移動条項を

当該移動後条項等とし、移動後条項等に対応する移動条項が存在しない場合には、当該移

動後条項等（以下「追加条項等」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示を除く。以下「改正部分」

という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項、号及び号の細目

並びに追加条項等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当

該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部

分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第２条の２） 

 第２章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の

構造（第３条－第１０条） 

 第３章 立体横断施設の構造（第１１条－第１

６条） 

 第４章 乗合自動車停留所の構造（第１７条・

第１８条） 

 第５章 自動車駐車場の構造（第１９条－第２

９条） 

 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 歩道等（第３条－第１０条） 

 

 第３章 立体横断施設（第１１条－第１６条） 

 

 第４章 乗合自動車停留所（第１７条・第１８

条） 

 第５章 自動車駐車場（第１９条－第２９条） 
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 第６章 旅客特定車両停留施設の構造（第３０

条－第４０条） 

 第７章 移動等円滑化のために必要なその他の

施設等（第４１条－第４４条） 

 附則 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律

第９１号。以下「法」という。）第１０条第１

項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要

な道路の構造に関する基準を定めるものとす

る。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法第２

条、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第２条（第４号に限る。）及び道路構造令（昭

和４５年政令第３２０号）第２条に定めるもの

のほか、次に定めるところによる。 

 (1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、自転車

歩行者専用道路、歩行者専用道路、立体横断

施設（横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩

行者が道路等を横断するための立体的な施設

をいう。以下同じ。）に設ける傾斜路、通路

若しくは階段又は自動車駐車場若しくは旅客

特定車両停留施設の通路の幅員から、縁石、

手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ

円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物

 

 

 第６章 移動等円滑化のために必要なその他の

施設等（第３０条－第３３条） 

 附則 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（平成２３年法律

第９１号。以下「法」という。）第１０条第１

項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要

な道路の構造に関する基準を定めるものとす

る。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法第２

条、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第２条（第４号に限る。）及び道路構造令（昭

和４５年政令第３２０号）第２条に定めるもの

のほか、次に定めるところによる。 

 (1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横

断施設（横断歩道橋、地下横断歩道その他の

歩行者が道路等を横断するための立体的な施

設をいう。以下同じ。）に設ける傾斜路、通

路若しくは階段又は自動車駐車場の通路の幅

員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩

行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれが

ある工作物、物件若しくは施設を設置するた

めに必要な幅員又は除雪のために必要な幅員
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件若しくは施設を設置するために必要な幅員

又は吉川市道路の構造の技術的基準に関する

条例（平成２５年吉川市条例第１０号。以下

「道路構造条例」という。）第４１条第１項

の歩行者の滞留の用に供する部分の幅員を除

いた幅員をいう。 

 (2)及び(3) 略 

 

 （災害等の場合の適用除外） 

第２条の２ 災害等のため一時使用する旅客特定

車両停留施設の構造及び設備については、この

条例の規定によらないことができる。 

 

   第２章 歩道等及び自転車歩行者専用道路

等の構造 

 

 （歩道） 

第３条 道路（自転車歩行者道を設ける道路、自

転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除

く。）には、歩道を設けるものとする。 

 

 （有効幅員） 

第４条 歩道の有効幅員は、道路構造条例第１２

条第３項に規定する幅員の値以上とするものと

する。 

 

 

２ 略 

３ 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路構

を除いた幅員をいう。 

 

 

 

 

 

 (2)及び(3) 略 

 

 

 

 

 

 

   第２章 歩道等 

 

 

 （歩道） 

第３条 道路（自転車歩行者道を設ける道路を除

く。）には、歩道を設けるものとする。 

 

 

 （有効幅員） 

第４条 歩道の有効幅員は、吉川市道路の構造の

技術的基準に関する条例（平成２５年吉川市条

例第１０号。以下「道路構造条例」という。）

第１２条第３項に規定する幅員の値以上とする

ものとする。 

２ 略 
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造条例第３９条第１項に規定する幅員の値以上

とするものとする。 

４ 歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造条例

第４０条第１項に規定する幅員の値以上とする

ものとする。 

５ 歩道若しくは自転車歩行者道（以下「歩道

等」という。）又は自転車歩行者専用道路若し

くは歩行者専用道路（以下「自転車歩行者専用

道路等」という。）の有効幅員は、当該歩道等

又は自転車歩行者専用道路等の高齢者、障害者

等の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

 

 （舗装） 

第５条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗

装は、雨水を地下に円滑に浸透させることがで

きる構造とするものとする。ただし、道路の構

造、気象状況その他の特別の状況によりやむを

得ない場合においては、この限りでない。 

２ 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装

は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良

い仕上げとするものとする。 

 

 （勾配） 

第６条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦

断勾配は、５パーセント以下とするものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、８パーセン

ト以下とすることができる。 

２ 歩道等（車両乗入れ部を除く。）又は自転車

 

 

 

 

 

３ 歩道又は自転車歩行者道（以下「歩道等」と

いう。）の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、

障害者等の交通の状況を考慮して定めるものと

する。 

 

 

 

 （舗装） 

第５条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸

透させることができる構造とするものとする。

ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の

状況によりやむを得ない場合においては、この

限りでない。 

２ 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、か

つ、水はけの良い仕上げとするものとする。 

 

 

 （勾配） 

第６条 歩道等の縦断勾配は、５パーセント以下

とするものとする。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合において

は、８パーセント以下とすることができる。 

 

２ 歩道等（車両乗入れ部を除く。）の横断勾配
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歩行者専用道路等の横断勾配は、１パーセント

以下とするものとする。ただし、前条第１項た

だし書に規定する場合又は地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合において

は、２パーセント以下とすることができる。 

 

   第３章 立体横断施設の構造 

 

 （エレベーター） 

第１２条 移動等円滑化された立体横断施設に設

けるエレベーターは、次に定める構造とするも

のとする。 

 (1) 籠の内法
のり

幅は１．５メートル以上とし、内

法奥行きは１．５メートル以上とすること。 

 (2) 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複

数あるエレベーターであって、車椅子使用者

が円滑に乗降できる構造のもの（開閉する籠

の出入口を音声により知らせる設備が設けら

れているものに限る。）にあっては、内法幅

は１．４メートル以上とし、内法奥行きは

１．３５メートル以上とすること。 

 (3)及び(4) 略 

 (5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他

これに類するものがはめ込まれていること又

は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置

されていることにより、籠外にいる者と籠内

にいる者が互いに視覚的に確認できる構造と

すること。 

 (6)及び(7) 略 

は、１パーセント以下とするものとする。ただ

し、前条第１項ただし書に規定する場合又は地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、２パーセント以下とするこ

とができる。 

 

   第３章 立体横断施設 

 

 （エレベーター） 

第１２条 移動等円滑化された立体横断施設に設

けるエレベーターは、次に定める構造とするも

のとする。 

 (1) 籠の内法
のり

幅は１．５メートル以上とし、内

法
のり

奥行きは１．５メートル以上とすること。 

 (2) 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複

数あるエレベーターであって、車椅子使用者

が円滑に乗降できる構造のもの（開閉する籠

の出入口を音声により知らせる装置が設けら

れているものに限る。）にあっては、内法
のり

幅

は１．４メートル以上とし、内法
のり

奥行きは

１．３５メートル以上とすること。 

 (3)及び(4) 略 

 (5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他

これに類するものがはめ込まれていることに

より、籠外から籠内が視覚的に確認できる構

造とすること。 

 

 

 (6)及び(7) 略 
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 (8) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現

在位置を表示する設備を設けること。 

 (9) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降

路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる

設備を設けること。 

 (10)～(12) 略 

 (13) 停止する階が３以上であるエレベーター

の乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声

により知らせる設備を設けること。ただし、

籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時

に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が

設けられている場合においては、この限りで

ない。 

 

 （傾斜路） 

第１３条 移動等円滑化された立体横断施設に設

ける傾斜路（その踊場を含む。以下この条にお

いて同じ。）は、次に定める構造とするものと

する。 

 (1)～(10) 略 

 

   第４章 乗合自動車停留所の構造 

 

   第５章 自動車駐車場の構造 

 

第２９条 略 

 

   第６章 旅客特定車両停留施設の構造 

 

 (8) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現

在位置を表示する装置を設けること。 

 (9) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降

路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる

装置を設けること。 

 (10)～(12) 略 

 (13) 停止する階が３以上であるエレベーター

の乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声

により知らせる装置を設けること。ただし、

籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時

に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が

設けられている場合においては、この限りで

ない。 

 

 （傾斜路） 

第１３条 移動等円滑化された立体横断施設に設

ける傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。）

は、次に定める構造とするものとする。 

 

 (1)～(10) 略 

 

   第４章 乗合自動車停留所 

 

   第５章 自動車駐車場 

 

第２９条 略 
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 （通路） 

第３０条 公共用通路（旅客特定車両停留施設に

旅客特定車両（道路法施行規則（昭和２７年建

設省令第２５号）第１条第１号から第３号まで

に掲げる自動車をいう。以下同じ。）が停留す

ることができる時間内において常時一般交通の

用に供されている一般交通用施設であって、旅

客特定車両停留施設の外部にあるものいう。以

下同じ。）から旅客特定車両の乗降口に至る通

路のうち、乗降場ごとに１以上の通路は、次に

定める構造とするものとする。 

 (1) 有効幅員は、１．４メートル以上とするこ

と。ただし、構造上の理由によりやむを得な

い場合においては、通路の末端の付近の広さ

を車椅子の転回に支障のないものとし、か

つ、５０メートル以内ごとに車椅子が転回す

ることができる広さの場所を設けた上で、有

効幅員を１．２メートル以上とすることがで

きる。 

 (2) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める

構造とすること。 

  ア 有効幅は、９０センチメートル以上とす

ること。ただし、構造上の理由によりやむ

を得ない場合においては、８０センチメー

トル以上とすることができる。 

  イ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害

者等が容易に開閉して通過できる構造とす

ること。 

 (3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段
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差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける

場合においては、この限りでない。 

２ 前項の１以上の通路（以下「移動等円滑化さ

れた通路」という。）において床面に高低差が

ある場合は、エレベーター又は傾斜路を設ける

ものとする。ただし、構造上の理由によりやむ

を得ない場合においては、エスカレーター（構

造上の理由によりエスカレーターを設置するこ

とが困難である場合は、エスカレーター以外の

昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適

した構造のもの）をもってこれに代えることが

できる。 

３ 旅客特定車両停留施設に隣接しており、か

つ、旅客特定車両停留施設と一体的に利用され

る他の施設のエレベーター（第３２条の基準に

適合するものに限る。）又は傾斜路（第３３条

の基準に適合するものに限る。）を利用するこ

とにより高齢者、障害者等が旅客特定車両停留

施設に旅客特定車両が停留することができる時

間内において常時公共用通路と旅客特定車両の

乗降口との間の移動を円滑に行うことができる

場合は、前項の規定によらないことができる。

管理上の理由により昇降機を設置することが困

難である場合も、また同様とする。 

４ 旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める

構造とするものとする。 

 (1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げ

とすること。 

 (2) 段差を設ける場合は、当該段差は、次に定
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める構造とすること。 

  ア 踏面の端部の全体とその周囲の部分との

色の輝度比が大きいこと等により段差を容

易に識別できるものとすること。 

  イ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因

となるものを設けない構造とすること。 

 

 （出入口） 

第３１条 移動等円滑化された通路と公共用通路

の出入口は、次に定める構造とするものとす

る。 

 (1) 有効幅は、９０センチメートル以上とする

こと。ただし、構造上の理由によりやむを得

ない場合においては、８０センチメートル以

上とすることができる。 

 (2) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める

構造とすること。 

  ア 有効幅は、９０センチメートル以上とす

ること。ただし、構造上の理由によりやむ

を得ない場合においては、８０センチメー

トル以上とすることができる。 

  イ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害

者等が容易に開閉して通過できる構造とす

ること。 

 (3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段

差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける

場合においては、この限りでない。 

 

 （エレベーター） 
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第３２条 移動等円滑化された通路に設けるエレ

ベーターは、次に定める構造とするものとす

る。 

 (1) 籠の内法幅は１．４メートル以上とし、内

法奥行きは１．３５メートル以上とするこ

と。ただし、籠の出入口が複数あるエレベー

ターであって、車椅子使用者が円滑に乗降で

きる構造のもの（開閉する籠の出入口を音声

により知らせる設備が設けられているものに

限る。）にあっては、この限りでない。 

 (2) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、８０セ

ンチメートル以上とすること。 

 (3) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及

び昇降路の出入口を確認するための鏡を設け

ること。ただし、第１号ただし書の構造のエ

レベーターにあっては、この限りでない。 

２ 第１２条第５号から第１３号までの規定は、

移動等円滑化された通路に設けるエレベーター

について準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエレベータ

ーの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客

特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の

状況を考慮して定めるものとする。 

 

 （傾斜路） 

第３３条 移動等円滑化された通路に設ける傾斜

路（その踊場を含む。以下この条において同

じ。）は、次に定める構造とするものとする。

ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合
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においては、この限りでない。 

 (1) 有効幅員は、１．２メートル以上とするこ

と。ただし、階段に併設する場合において

は、９０センチメートル以上とすることがで

きる。 

 (2) 縦断勾配は、８パーセント以下とするこ

と。ただし、傾斜路の高さが１６センチメー

トル以下の場合は、１２パーセント以下とす

ることができる。 

 (3) 高さが７５センチメートルを超える傾斜路

にあっては、高さ７５センチメートル以内ご

とに踏み幅１．５メートル以上の踊場を設け

ること。 

２ 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床

の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとする

ものとする。 

３ 第１３条第３号から第５号まで、第７号、第

８号及び第１０号の規定は、移動等円滑化され

た通路に設ける傾斜路について準用する。 

 

 （エスカレーター） 

第３４条 移動等円滑化された通路に設けるエス

カレーターは、次に定める構造とするものとす

る。ただし、第３号及び第４号については、複

数のエスカレーターが隣接した位置に設けられ

る場合は、そのうち１のみが適合していれば足

りるものとする。 

 (1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞ

れ設置すること。ただし、旅客が同時に双方
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向に移動することがない場合においては、こ

の限りでない。 

 (2) エスカレーターの上端及び下端に近接する

通路の床面等において、当該エスカレーター

への進入の可否を示すこと。ただし、上り専

用又は下り専用でないエスカレーターにおい

ては、この限りでない。 

 (3) 踏み段の有効幅は、８０センチメートル以

上とすること。 

 (4) 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降す

るために必要な広さとすることができる構造

であり、かつ、車止めが設けられているこ

と。 

２ 第１４条第２号から第５号までの規定は、移

動等円滑化された通路に設けるエスカレーター

について準用する。 

３ 移動等円滑化された通路に設けるエスカレー

ターには、当該エスカレーターの行き先及び昇

降方向を音声により知らせる設備を設けるもの

とする。 

 

 （階段） 

第３５条 第１６条第２号から第８号まで、第１

０号及び第１１号の規定は、移動等円滑化され

た通路に設ける階段について準用する。 

 

 （乗降場） 

第３６条 旅客特定車両停留施設の乗降場は、次

に定める構造とするものとする。 
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 (1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げ

とすること。 

 (2) 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の

縦断勾配は、５パーセント以下とすること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、８パーセン

ト以下とすることができる。 

 (3) 横断勾配は、１パーセント以下とするこ

と。ただし、誘導車路の構造、気象状況又は

地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合においては、２パーセント以下と

することができる。 

 (4) 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅

客特定車両の通行、停留又は駐車の用に供す

る場所（以下この号において「旅客特定車両

用場所」という。）に接する部分には、柵、

視覚障害者誘導用ブロックその他の視覚障害

者の旅客特定車両用場所への進入を防止する

ための設備が設けられていること。 

 (5) 当該乗降場に接して停留する旅客特定車両

に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のも

のであること。 

 

 （運行情報提供設備） 

第３７条 旅客特定車両の運行に関する情報を文

字等により表示するための設備及び音声により

提供するための設備を設けるものとする。ただ

し、電気設備がない場合その他技術上の理由に

よりやむを得ない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 （便所） 

第３８条 第２７条から第２９条までの規定は、

旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合につ

いて準用する。この場合において、第２８条第

１項第１号中「第２２条に規定する通路」とあ

るのは「移動等円滑化された通路」と「同条各

号」とあるのは「第２２条各号」と読み替える

ものとする。 

 

 （乗車券等販売所、待合所及び案内所） 

第３９条 乗車券等販売所を設ける場合は、その

うち１以上は、次に定める構造とするものとす

る。 

 (1) 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所

との間の通路は、第３０条第１項各号に掲げ

る基準に適合するものであること。 

 (2) 出入口を設ける場合は、そのうち１以上

は、次に定める構造とすること。 

  ア 有効幅は、８０センチメートル以上とす

ること。 

  イ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定め

る構造とすること。 

   (ｱ) 有効幅は、８０センチメートル以上と

すること。 

   (ｲ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通

過できる構造とすること。 

  ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる

段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設
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ける場合においては、この限りでない。 

 (3) カウンターを設ける場合は、そのうち１以

上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構

造のものであること。ただし、常時勤務する

者が容易にカウンターの前に出て対応できる

構造である場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場

合について準用する。 

３ 乗車券等販売所又は案内所（勤務する者を置

かないものを除く。）は、聴覚障害者が文字に

より意思疎通を図るための設備を設けるものと

する。この場合においては、当該設備を保有し

ている旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表

示するものとする。 

 

 （券売機） 

第４０条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合

は、そのうち１以上は、高齢者、障害者等の円

滑な利用に適した構造とするものとする。ただ

し、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓

口が設置されている場合は、この限りでない。 

 

   第７章 略 

 

 （案内標識） 

第４１条 略 

２ 略 

３ 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他

の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第６章 略 

 

 （案内標識） 

第３０条 略 

２ 略 
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合所、案内所若しくは休憩設備（第５項におい

て「移動等円滑化のための主要な設備」とい

う。）又は同項に規定する案内板その他の設備

の付近には、これらの設備があることを表示す

る案内標識を設けるものとする。 

４ 前項の案内標識は、日本産業規格Ｚ８２１０

に適合するものとする。 

５ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、

移動等円滑化のための主要な設備（第３０条第

３項前段の規定により昇降機を設けない場合に

あっては、同項前段に規定する他の施設のエレ

ベーターを含む。以下この条において同じ。）

の配置を表示した案内板その他の設備を設ける

ものとする。ただし、移動等円滑化のための主

要な設備の配置を容易に視認できる場合は、こ

の限りでない。 

６ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他

の適切な場所に、旅客特定車両停留施設の構造

及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法

により視覚障害者に示すための設備を設けるも

のとする。 

 

 （視覚障害者誘導用ブロック） 

第４２条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立

体横断施設の通路、乗合自動車停留所並びに自

動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の通路に

は、視覚障害者の移動等円滑化のために必要で

あると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブ

ロックを敷設するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （視覚障害者誘導用ブロック） 

第３１条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自

動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚

障害者の移動等円滑化のために必要であると認

められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを

敷設するものとする。 
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２ 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロック

が敷設された旅客特定車両停留施設の通路と第

１２条第１１号の基準に適合する乗降口に設け

る操作盤、前条第６項の規定により設けられる

設備（音によるものを除く。）、便所の出入口

及び第３９条の基準に適合する乗車券等販売所

との間の経路を構成する通路には、それぞれ視

覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとす

る。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐

する２以上の設備がある場合であって、当該２

以上の設備間の誘導が適切に実施されるとき

は、当該２以上の設備間の経路を構成する通路

については、この限りでない。 

３ 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエ

スカレーターの上端及び下端に近接する通路に

は、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するもの

とする。 

４ 略 

５ 略 

 

（休憩施設） 

第４３条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等に

は、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設ける

ものとする。ただし、これらの機能を代替する

ための施設が既に存する場合その他特別の理由

によりやむを得ない場合においては、この限り

でない。 

２ 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者

等の休憩の用に供する設備を１以上設けるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

３ 略 

 

 （休憩施設） 

第３２条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及び

その上屋を設けるものとする。ただし、これら

の機能を代替するための施設が既に存する場合

その他特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、この限りでない。 
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とする。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及

ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 

３ 前項の施設に優先席（主として、高齢者、障

害者等の優先的な利用のために設けられる座席

をいう。以下この項において同じ。）を設ける

場合は、その付近に、当該優先席における優先

的に利用することができる者を表示する案内標

識を設けるものとする。 

 

（照明施設） 

第４４条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び

立体横断施設には、照明施設を連続して設ける

ものとする。ただし、夜間における当該歩道

等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設

の路面の照度が十分に確保される場合において

は、この限りでない。 

２ 乗合自動車停留所、自動車駐車場及び旅客特

定車両停留施設には、高齢者、障害者等の移動

等円滑化のために必要であると認められる箇所

に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜

間における当該乗合自動車停留所、自動車駐車

場及び旅客特定車両停留施設の路面又は床面の

照度が十分に確保される場合においては、この

限りでない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （照明施設） 

第３３条 歩道等及び立体横断施設には、照明施

設を連続して設けるものとする。ただし、夜間

における当該歩道等及び立体横断施設の路面の

照度が十分に確保される場合においては、この

限りでない。 

 

２ 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高

齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要で

あると認められる箇所に、照明施設を設けるも

のとする。ただし、夜間における当該乗合自動

車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分

に確保される場合においては、この限りでな

い。 

 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和４年２月２２日提出 
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吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）及

び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令（平成１８年国土交

通省令第１１６号）の一部改正に伴い、旅客特定車両停留施設の構造に関する基準を定め

るとともに、所要の改正を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第５号議案 

   吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年吉川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた項、号及び号の細目

を削り、同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、号

及び号の細目（以下「追加条項等」という。）を加える。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項、号及び号の細目の表示並びに追加

条項等を除く。）を加える。 

 

改正後 改正前 

 

目次 

 第１章～第３章 略 

 第４章 雑則（第５４条） 

 附則 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

 第１章～第３章 略 

 

 附則 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 略 

２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申

出があった場合には、前項の規定による文書の

交付に代えて、第５項で定めるところにより、

当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記す

べき重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供することがで

きる。この場合において、当該特定教育・保育
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施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの 

  ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計

算機と利用申込者の使用に係る電子計算機

とを接続する電気通信回線を通じて送信

し、受信者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法 

  イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録された前

項に規定する重要事項を電気通信回線を通

じて利用申込者の閲覧に供し、閲覧に供し

た記録に記載した位置情報を当該利用申込

者の使用に係る電子計算機で操作すること

により当該電子計算機に備えられたファイ

ルに当該重要事項を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受け

ない旨の申出をする場合にあっては、特定

教育・保育施設の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルにその旨を記録する方

法） 

 (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製

するファイルに前項に規定する重要事項を記

録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイル

への記録を出力することによる文書を作成する

ことができるものでなければならない。 
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 （内容及び手続の説明及び同意） 

第３９条 略 

 

 

 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、

特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機

と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。 

５ 特定教育・保育施設は、第２項の規定により

第１項に規定する重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内

容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得

なければならない。 

 (1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教

育・保育施設が使用するもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育

施設は、当該利用申込者から文書又は電磁的方

法により電磁的方法による提供を受けない旨の

申出があったときは、当該利用申込者に対し、

第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法

によってしてはならない。ただし、当該利用申

込者が再び前項の規定による承諾をした場合

は、この限りでない。 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第３９条 略 

２ 第５条第２項から第６項までの規定は、前項

の規定による文書の交付について準用する。 

 

 （特定教育・保育施設等との連携） 
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第４９条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保

育事業を行う者を除く。以下この項から第５項

までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域

型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認

定子ども（事業所内保育事業を利用する満３

歳未満保育認定子どもにあっては、第３８条

第２項に規定するその他の小学校就学前子ど

もに限る。以下この号及び第４項第１号にお

いて同じ。）を、当該特定地域型保育の提供

の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設において受

け入れて教育・保育を提供すること。 

２～９ 略 

 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 略 

２及び３ 略 

 

   第４章 雑則 

 

 （電磁的記録等） 

第４９条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保

育事業を行う者を除く。以下この項から第５項

までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域

型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認

定子ども（事業所内保育事業を利用する満３

歳未満保育認定子どもにあっては、第３８条

第２項に規定するその他の小学校就学前子ど

もに限る。以下この号において同じ。）を、

当該特定地域型保育の提供の終了に際して、

当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続

き当該連携施設において受け入れて教育・保

育を提供すること。 

２～９ 略 

 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 略 

２及び３ 略 
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第５４条 特定教育・保育施設等は、記録、作

成、保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面等（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文

字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）により行うこ

とが規定されているものについては、当該書面

等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。以下この条において同

じ。）により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定に

よる書面等の交付又は提出については、当該書

面等が電磁的記録により作成されている場合に

は、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４

項で定めるところにより、教育・保育給付認定

保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき

事項（以下この条において「記載事項」とい

う。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施

設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給

付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

以下この条において同じ。）を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電磁的

方法」という。）により提供することができ
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る。この場合において、当該特定教育・保育施

設等は、当該書面等を交付し、又は提出したも

のとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの 

  ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子

計算機と教育・保育給付認定保護者の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し、受信者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する

方法 

  イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録された

記載事項を電気通信回線を通じて教育・保

育給付認定保護者の閲覧に供し、教育・保

育給付認定保護者の使用に係る電子計算機

に備えられた当該教育・保育給付認定保護

者のファイルに当該記載事項を記録する方

法（電磁的方法による提供を受ける旨の承

諾又は受けない旨の申出をする場合にあっ

ては、特定教育・保育施設等の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨

を記録する方法） 

 (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製

するファイルに記載事項を記録したものを交

付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認
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定保護者がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなけれ

ばならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定によ

り記載事項を提供しようとするときは、あらか

じめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付

認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁

的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的

方法による承諾を得なければならない。 

 (1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教

育・保育施設等が使用するもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育

施設等は、当該教育・保育給付認定保護者から

文書又は電磁的方法により、電磁的方法による

提供を受けない旨の申出があったときは、当該

教育・保育給付認定保護者に対し、第２項に規

定する記載事項の提供を電磁的方法によってし

てはならない。ただし、当該教育・保育給付認

定保護者が再び前項の規定による承諾をした場

合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規

定による書面等による同意の取得について準用

する。この場合において、第２項各号列記以外

の部分中「書面等の交付又は提出」とあり、及

び「書面等に記載すべき事項（以下この条にお

いて「記載事項」という。）」とあるのは「書

面等による同意」と、「第４項」とあるのは

「第６項において準用する第４項」と、「提供
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する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付

し、又は提出した」とあるのは「書面等による

同意を得た」と、同項第１号イ及び第２号中

「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」

と、同項第１号イ中「提供を受ける」とあるの

は「同意を行う」と、「受けない」とあるのは

「行わない」と、同項第２号中「交付する」と

あるのは「得る」と、第３項中「前項各号」と

あるのは「第６項において準用する前項各号」

と、第４項各号列記以外の部分中「第２項の」

とあるのは「第６項において準用する第２項

の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは

「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」

とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第

１号中「第２項各号」とあるのは「第６項にお

いて準用する第２項各号」と、前項中「前項」

とあるのは「次項において準用する前項」と、

「提供を受けない」とあるのは「同意を行わな

い」と、「第２項に規定する記載事項の提供」

とあるのは「この条例の規定による書面等によ

る同意の取得」と読み替えるものとする。 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運
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営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、所要の改正を行いた

いので、この案を提出するものである。 
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第６号議案 

   吉川市手数料条例の一部を改正する条例 

 吉川市手数料条例（平成１２年吉川市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、

当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の

額 

略 

３ 建

設関

係 

(1)～(6) 略 

(7) 長期優良住宅建築等

計画の認定 

 ア 長期優良住宅の普

及の促進に関する法

律（平成２０年法律

第８７号。以下「優

良 住 宅 法 」 と い

う。）第６条第２項

の規定による申出を

しない場合 

  (ｱ) 一戸建ての住宅

で、住宅の品質確

保の促進等に関す

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の

額 

略 

３ 建

設関

係 

(1)～(6) 略 

(7) 長期優良住宅建築等

計画の認定 

 ア 長期優良住宅の普

及の促進に関する法

律（平成２０年法律

第８７号。以下「優

良 住 宅 法 」 と い

う。）第６条第２項

の規定による申出を

しない場合 

  (ｱ) 一戸建ての住宅

で優良住宅法第６

条第１項各号に掲

略 
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る法律（平成１１

年法律第８１号）

第６条の２第３項

の書面（以下「確

認書」という。）

若しくは同法第５

条第１項の評価書

（以下「住宅性能

評 価 書 」 と い

う。）（いずれも

優良住宅法第６条

第１項各号に掲げ

る基準に適合して

い る も の に 限

る。）又はこれら

の写しが提出され

たとき。 

   ａ 略 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１戸につ

き ８，

０００円 

１戸につ

き １３

，０００

円 

 

 

 

 

 

げる基準に適合し

ていることを示す

書類（住宅の品質

確保の促進等に関

する法律（平成１

１年法律第８１

号）第５条第１項

に規定する登録住

宅性能評価機関が

作成したものに限

る。以下「適合

証」という。）が

提出されたとき。 

 

 

 

 

   ａ 略 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

  (ｲ) 一戸建ての住宅

で、住宅の品質確

保の促進等に関す

る法律第６条１項

に規定する設計住

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１戸につ

き ６，

０００円 

１戸につ

き １０

，０００

円 

１戸につ

き ２３

，０００

円 
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  (ｲ) 一戸建ての住宅

で、確認書若しく

は住宅性能評価書

又はこれらの写し

が提出されないと

き。 

   ａ及びｂ 略 

  (ｳ) 共同住宅等で、

確認書若しくは住

宅性能評価書又は

これらの写しが提

出されたとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅性能評価書（長

期優良住宅の普及

の促進に関する法

律第６条第１項第

１号に掲げる基準

に適合しているも

のに限る。以下

「住宅性能評価

書」という。）の

写しが提出された

とき。 

  (ｳ) 一戸建ての住宅

で適合証及び住宅

性能評価書の写し

が提出されないと

き。 

 

   ａ及びｂ 略 

  (ｴ) 共同住宅等で適

合証が提出された

とき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

１戸につ

き 次に

掲げる区

分に応じ

それぞれ

次に定め

る額を、

申請に係

る住戸を

含む一の

建築物の
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   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き １７

，０００

円 

１件につ

き ２５

，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

  (ｵ) 共同住宅等で住

住戸のう

ち同時に

申請され

た住戸の

数（以下

「申請住

戸数」と

いう。）

で除して

得 た 額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

る と き

は、端数

を切り捨

てた額。

以 下 同

じ。） 

１３，０

００円 

 

 

２１，０

００円 

 

 

１戸につ
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  (ｴ) 共同住宅等で、

確認書若しくは住

宅性能評価書又は

これらの写しが提

出されないとき。 

 

 

 

 

 

   ａ及びｂ 略 

 イ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

１件につ

き アに

定める額

に吉川市

建築基準

法に基づ

く申請等

に係る手

数料条例

（平成１

２年吉川

市条例第

宅性能評価書の写

しが提出されたと

き。 

 

 

 

  (ｶ) 共同住宅等で、

適合証及び住宅性

能評価書の写しが

提出されないと

き。 

 

 

 

 

 

   ａ及びｂ 略 

 イ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き ７２

，０００

円を申請

住戸数で

除して得

た額 

１戸につ

き 次に

掲げる区

分に応じ

それぞれ

に定める

額を申請

住戸数で

除して得

た額 

略 

１戸につ

き アに

定める額

に吉川市

建築基準

法に基づ

く申請等

に係る手

数料条例

（平成１

２年吉川

市条例第
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(8) 長期優良住宅建築等

計画の変更の認定 

 ア 優良住宅法第８条

第２項において準用

する同法第６条第２

項の規定による申出

をしない場合（ウに

掲 げ る 場 合 を 除

く。） 

 イ 優良住宅法第８条

第２項において準用

する同法第６条第２

項の規定による申出

をする場合（ウに掲

げる場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 譲受人を決定した

場合又は優良住宅法

７号）第

２条に定

める額を

加算した

額 

 

 

１件につ

き ( 7 )

アに定め

る額に２

分の１を

乗じて得

た額 

１件につ

き アに

定める額

に吉川市

建築基準

法に基づ

く申請等

に係る手

数料条例

第２条に

定める額

を加算し

た額 

１件につ

き ２，

 

 

 

 

 

(8) 長期優良住宅建築等

計画の変更の認定 

 ア 優良住宅法第８条

第２項において準用

する優良住宅法第６

条第２項の規定によ

る申出をしない場合

（ウに掲げる場合を

除く。） 

 イ 優良住宅法第８条

第２項において準用

する優良住宅法第６

条第２項の規定によ

る申出をする場合

（ウに掲げる場合を

除く。） 

 

 

 

 

 

 

 ウ 譲受人を決定した

場合 

７号）第

２条に定

める額を

加算した

額 

 

 

１戸につ

き ( 7 )

アに定め

る額に２

分の１を

乗じて得

た額 

１戸につ

き アに

定める額

に吉川市

建築基準

法に基づ

く申請等

に係る手

数料条例

第２条に

定める額

を加算し

た額 

１戸につ

き ２，
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第９条第３項の規定

による区分所有住宅

の管理者等を選任し

た場合 

(9) 略 

 

 

(10) 都市の低炭素化の

促進に関する法律（平

成２４年法律第８４

号）第５３条第１項の

規定による低炭素建築

物新築等計画の認定 

 ア 低炭素建築物新築

等計画が都市の低炭

素化の促進に関する

法律第５４条第１項

各号に掲げる基準に

適合していることを

示す書類（住宅の品

質確保の促進等に関

する法律第５条第１

項の登録住宅性能評

価機関又は建築物の

エネルギー消費性能

の向上に関する法律

（平成２７年法律第

５３号）第１５条第

１項の登録建築物エ

２００円 

 

 

 

１件につ

き ２，

２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 略 

 

 

(10) 都市の低炭素化の

促進に関する法律（平

成２４年法律第８４

号）第５３条第１項の

規定による低炭素建築

物新築等計画の認定 

 ア 低炭素建築物新築

等計画が都市の低炭

素化の促進に関する

法律第５４条第１項

各号に掲げる基準に

適合していることを

示す書類（住宅の品

質確保の促進等に関

する法律第５条第１

項の登録住宅性能評

価機関又は建築物の

エネルギー消費性能

の向上に関する法律

（平成２７年法律第

５３号）第１５条第

１項の登録建築物エ

２００円 

 

 

 

１戸につ

き ２，

２００円 
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ネルギー消費性能判

定機関が作成したも

のに限る。以下「適

合証」という。）又

は住宅の品質確保の

促進等に関する法律

第６条第１項に規定

する設計住宅性能評

価書（日本住宅性能

表示基準（平成１３

年国土交通省告示第

１３４６号）別表１

の断熱等性能等級４

及び一次エネルギー

消費量等級５に適合

するものに限る。以

下「設計住宅性能評

価書」という。）が

提出された場合 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 住宅用途を含む

建築物に係るもの 

   ａ 住戸及び共用

部分（公営住宅

法施行規則（昭

和２６年建設省

令第１９号）第

３条各号に掲げ

る部分をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネルギー消費性能判

定機関が作成したも

のに限る。以下「適

合証」という。）又

は住宅の品質確保の

推進等に関する法律

第６条第１項に規定

する設計住宅性能評

価書（日本住宅性能

表示基準（平成１３

年国土交通省告示第

１３４６号）別表１

の断熱等性能等級４

及び一次エネルギー

消費量等級５に適合

するものに限る。以

下「住宅性能評価

書」という。）が提

出された場合 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 住宅用途を含む

建築物に係るもの 

   ａ 住戸及び共用

部分（公営住宅

法施行規則（昭

和２６年建設省

令第１９号）第

３条各号に掲げ

る部分をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 
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以下同じ。） 

    (a) 略 

    (b) 申請に係る

住戸を含む１

の建築物の住

戸のうち同時

に申請された

住戸の数（以

下「申請住戸

数 」 と い

う。）が１戸

のとき。 

    (c)～(f) 略 

   ｂ 略 

  (ｳ) 略 

 イ 適合証及び設計住

宅性能評価書のいず

れも提出されない場

合 

  (ｱ)～(ｳ) 略 

(11) 略 

(12) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第１２条第１

項又は第１３条２項の

適合性判定 

 ア 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３５条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下同じ。） 

    (a) 略 

    (b) 申請住戸数

が １ 戸 の と

き。 

 

 

 

 

 

 

 

    (c)～(f) 略 

   ｂ 略 

  (ｳ) 略 

 イ 適合証及び住宅性

能評価書のいずれも

提出されない場合 

 

  (ｱ)～(ｳ) 略 

(11) 略 
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第１項の認定を受け

たことを示す書類が

提出された場合 

  (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

  (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

 イ ア以外の場合で、

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１条第１項

第１号イに定める基

準に適合するもの 

  (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

  (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

 ウ ア以外の場合で、

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１条第１項

 

 

 

１件につ

き １１

，０００

円 

１件につ

き １９

，０００

円 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ２６

７，００

０円 

１件につ

き ３３

４，００

０円 
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第１号ロに定める基

準に適合するもの 

  (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

  (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

(13) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第１２条第２

項又は第１３条第３項

の適合判定 

 ア 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３６条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出された場合 

  (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

  (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 イ ア以外の場合で、

建築物エネルギー消

 

 

１件につ

き １０

２，００

０円 

１件につ

き １３

０，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ５，

５００円 

１件につ

き ９，

５００円 
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費性能基準等を定め

る省令第１条第１項

第１号イに定める基

準に適合するもの 

  (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

  (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

 ウ ア以外の場合で、

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１条第１項

第１号ロに定める基

準に適合するもの 

  (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

  (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

(14) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律施行規則第１

 

 

 

 

１件につ

き １３

３，５０

０円 

１件につ

き １６

７，００

０円 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ５１

，０００

円 

１件につ

き ６５

，０００

円 
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１条の軽微な変更に該

当していることを証明

する書面の交付 

 ア 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３６条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出された場合 

  (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

  (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 イ ア以外の場合で、

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１条第１項

第１号イに定める基

準に適合するもの 

  (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

  (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ５，

５００円 

１件につ

き ９，

５００円 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き １３

３，５０

０円 

１件につ

き １６

７，００

０円 
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 ウ ア以外の場合で、

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１条第１項

第１号ロに定める基

準に適合するもの 

  (ｱ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

  (ｲ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

(15) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第３４条第１

項の認定（建築基準法

（昭和２５年法律第２

０１号）第６条第１項

の確認を伴うものを除

く。） 

 ア 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３５条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出された場合 

  (ｱ) 一戸建ての建築

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ５１

，０００

円 

１件につ

き ６５

，０００

円 

１の建築

物ごとに

次に掲げ

る額を合

算して得

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

５，００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第２９条第１

項の認定（建築基準法

（昭和２５年法律第２

０１号）第６条第１項

の確認を伴うものを除

く。） 

 ア 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３０条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出された場合 

  (ｱ) 一戸建ての建築

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ
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物エネルギー消費

性能基準等を定め

る省令第１条第１

項第２号に規定す

る住宅（以下(19)

までにおいて「住

宅」という。）に

係るもの 

  (ｲ) 一戸建て以外の

住宅に係るもの 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

  (ｳ) 建築物エネルギ

ー消費性能基準等

を定める省令第１

条第１項第１号に

規定する非住宅建

築物（以下(19)ま

でにおいて「非住

宅建築物」とい

う。）に係るもの 

   ａ 略 

 

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１，０

００円 

 

 

２３，０

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１，０

００円 

物エネルギー消費

性能基準等を定め

る省令第１条第１

項第２号に規定す

る住宅（以下(16)

までにおいて「住

宅」という。）に

係るもの 

  (ｲ) 一戸建て以外の

住宅に係るもの 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

  (ｳ) 建築物エネルギ

ー消費性能基準等

を定める省令第１

条第１号に規定す

る非住宅建築物

（以下(16)までに

おいて「非住宅建

築物」という。）

に係るもの 

   ａ 略 

 

き ５，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き １１

，０００

円 

１件につ

き ２３

，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き １１
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   ｂ 略 

 

 

 

  (ｴ) 複合建築物（建

築物エネルギー消

費性能基準等を定

める省令第１条第

１項第１号に規定

する複合建築物を

いう。以下(19)ま

で に お い て 同

じ。）に係るもの 

   ａ 住宅部分（建

築物のエネルギ

ー消費性能の向

上に関する法律

第１１条第１項

に規定する住宅

部分をいう。以

下(19)までにお

いて同じ。） 

    (a)～(c) 略 

   ｂ 非住宅部分

（建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上に関する

 

 

３１，０

００円 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

  (ｴ) 複合建築物（建

築物エネルギー消

費性能基準等を定

める省令第１条第

１号に規定する複

合建築物をいう。

以下(16)までにお

いて同じ。）に係

るもの 

   ａ 住宅部分（建

築物のエネルギ

ー消費性能の向

上に関する法律

第１１条第１項

に規定する住宅

部分をいう。以

下(16)までにお

いて同じ。） 

    (a)～(c) 略 

   ｂ 非住宅部分

（建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上に関する

，０００

円 

１件につ

き ３１

，０００

円 

略 
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法律第１１条第

１項に規定する

非住宅部分をい

う。以下(19)ま

で に お い て 同

じ。） 

    (a)～(c) 略 

 イ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３５条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出されない場

合で建築物エネルギ

ー消費性能基準等を

定める省令第１０条

第２号イ及びロに定

める基準に適合する

とき。 

  (ｱ) 一戸建ての住宅

に係るもの 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０，０

００円 

 

 

４４，０

００円 

 

 

法律第１１条第

１項に規定する

非住宅部分をい

う。以下(16)ま

で に お い て 同

じ。） 

    (a)～(c) 略 

 イ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３０条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出されない場

合で建築物エネルギ

ー消費性能基準等を

定める省令第１０条

第２号イ及びロに定

める基準に適合する

とき。 

  (ｱ) 一戸建ての住宅

に係るもの 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ４０

，０００

円 

１件につ

き ４４

，０００

円 
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  (ｲ) 一戸建て以外の

住宅又は複合建築

物に係るもの 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

 ウ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３５条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出されない場

合で建築物エネルギ

ー消費性能基準等を

定める省令第１０条

第１号イ(1)及びロ

(1)に定める基準に適

合するとき。 

  (ｱ) 略 

 

 

 

  (ｲ) 略 

 

 

 

 

８０，０

００円 

 

 

１３５，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６７，

０００円 

 

 

４３２，

０００円 

  (ｲ) 一戸建て以外の

住宅又は複合建築

物に係るもの 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

 ウ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３０条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出されない場

合で建築物エネルギ

ー消費性能基準等を

定める省令第１０条

第１号イ(1)及びロ

(1)に定める基準に適

合するとき。 

  (ｱ) 略 

 

 

 

  (ｲ) 略 

 

 

 

 

１件につ

き ８０

，０００

円 

１件につ

き １３

５，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ２６

７，００

０円 

１件につ

き ４３
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 エ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３５条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出されない場

合で建築物エネルギ

ー消費性能基準等を

定める省令第１０条

第１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適

合するとき。 

  (ｱ) 略 

 

 

 

  (ｲ) 略 

 

 

 

(16) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第３４条第１

項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能

向上計画の認定（建築

基準法第６条第１項の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０２，

０００円 

 

 

１７１，

０００円 

 

 

(15)に規

定する額

に、次に

掲げる区

分に応じ

それぞれ

に定める

 

 

 エ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３０条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出されない場

合で建築物エネルギ

ー消費性能基準等を

定める省令第１０条

第１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適

合するとき。 

  (ｱ) 略 

 

 

 

  (ｲ) 略 

 

 

 

(13) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第２９条第１

項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能

向上計画の認定（建築

基準法第６条第１項の

２，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き １０

２，００

０円 

１件につ

き １７

１，００

０円 

(12)に規

定する額

に、次に

掲げる区

分に応じ

それぞれ

に定める
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確認を伴うものに限

る。） 

 

 ア～エ 略 

(17) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１

項の認定（建築基準法

第６条第１項の確認を

伴うものを除く。） 

 ア 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３６条

第２項において準用

する同法第３５条第

１項各号に適合して

いることを示す書類

が提出された場合 

  (ｱ) 略 

 

 

  (ｲ) 一戸建て以外の

住宅に係るもの 

   ａ 略 

 

 

   ｂ 略 

 

 

額を加算

して得た

額 

略 

１の建築

物ごとに

次に掲げ

る額を合

算して得

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

２，５０

０円 

 

 

 

５，５０

０円 

 

１１，５

００円 

 

確認を伴うものに限

る。） 

 

 ア～エ 略 

(14) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第３１条第１

項の認定（建築基準法

第６条第１項の確認を

伴うものを除く。） 

 ア 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３１条

第２項において準用

する同法第３０条第

１項各号に適合して

いることを示す書類

が提出された場合 

  (ｱ) 略 

 

 

  (ｲ) 一戸建て以外の

住宅に係るもの 

   ａ 略 

 

 

   ｂ 略 

 

 

額を加算

して得た

額 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ２，

５００円 

 

 

１件につ

き ５，

５００円 

１件につ

き １１

，５００
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  (ｳ) 非住宅建築物に

係るもの 

   ａ 略 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

  (ｴ) 略 

 イ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３６条

第２項において準用

する同法第３５条第

１項各号に適合して

いることを示す書類

が提出されない場合

で建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第１０条第

２号イ及びロに定め

る基準に適合すると

き。 

  (ｱ) 一戸建ての住宅

に係るもの 

   ａ 略 

 

 

 

 

５，５０

０円 

 

１１，５

００円 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０，０

００円 

 

  (ｳ) 非住宅建築物に

係るもの 

   ａ 略 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

  (ｴ) 略 

 イ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３１条

第２項において準用

する同法第３０条第

１項各号に適合して

いることを示す書類

が提出されない場合

で建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第１０条第

２号イ及びロに定め

る基準に適合すると

き。 

  (ｱ) 一戸建ての住宅

に係るもの 

   ａ 略 

 

円 

 

 

１件につ

き ５，

５００円 

１件につ

き １１

，５００

円 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ２０
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   ｂ 略 

 

 

 

  (ｲ) 一戸建て以外の

住宅又は複合建築

物に係るもの 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

 ウ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３６条

第２項において準用

する同法第３５条第

１項各号に適合して

いることを示す書類

が提出されない場合

で建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第１０条第

１号イ(1)及びロ(1)

 

 

２２，０

００円 

 

 

 

 

 

４０，０

００円 

 

 

６７，５

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

  (ｲ) 一戸建て以外の

住宅又は複合建築

物に係るもの 

   ａ 略 

 

 

 

   ｂ 略 

 

 

 

 ウ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３１条

第２項において準用

する同法第３０条第

１項各号に適合して

いることを示す書類

が提出されない場合

で建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第１０条第

１号イ(1)及びロ(1)

，０００

円 

１件につ

き ２２

，０００

円 

 

 

 

１件につ

き ４０

，０００

円 

１件につ

き ６７

，５００

円 
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に定める基準に適合

するとき。 

  (ｱ) 略 

 

 

 

  (ｲ) 略 

 

 

 

 エ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３５条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出されない場

合で建築物エネルギ

ー消費性能基準等を

定める省令第１０条

第１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適

合するとき。 

  (ｱ) 略 

 

 

 

  (ｲ) 略 

 

 

 

 

１３３，

５００円 

 

 

２１６，

０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５１，０

００円 

 

 

８５，５

００円 

 

に定める基準に適合

するとき。 

  (ｱ) 略 

 

 

 

  (ｲ) 略 

 

 

 

 エ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３０条

第１項各号に適合し

ていることを示す書

類が提出されない場

合で建築物エネルギ

ー消費性能基準等を

定める省令第１０条

第１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適

合するとき。 

  (ｱ) 略 

 

 

 

  (ｲ) 略 

 

 

 

 

１件につ

き １３

３，５０

０円 

１件につ

き ２１

６，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につ

き ５１

，０００

円 

１件につ

き ８５

，５００
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(18) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１

項の認定（建築基準法

第６条第１項の確認を

伴うものに限る。） 

 

(19) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第４１条第１

項の認定 

 ア～オ 略 

(20) 略 

(21) 略 

(22) 略 

(23) 略 

(24) 略 

(25) 略 

(26) 略 

(27) 略 

(28) 略 

 

(17)に規

定する額

に、(16)

に掲げる

額を加算

して得た

額 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

４ 産

業経

済関

係 

(1)及び(2) 略 

(3) 犬の登録（鑑札の交

付を要する場合に限

る。） 

(4)～(9) 略 

略 

略 

  

 

(15) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第３１条第１

項の認定（建築基準法

第６条第１項の確認を

伴うものに限る。） 

 

(16) 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第３６条第１

項の認定 

 ア～オ 略 

(17) 略 

(18) 略 

(19) 略 

(20) 略 

(21) 略 

(22) 略 

(23) 略 

(24) 略 

(25) 略 

円 

(14)に規

定する額

に、(13)

に掲げる

額を加算

して得た

額 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 産

業経

済関

係 

(1)及び(2) 略 

(3) 犬の登録 

 

 

(4)～(9) 略 

略 

略 

  



57 

 

   附 則 

 この条例中別表３の項の改正は公布の日から、同表４の項の改正は令和４年６月１日か

ら施行する。 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）及び長期優良住宅の

普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）の一部改正による認定対象の拡大及

び認定手続の合理化に伴う手数料の額の改定並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律（平成２７年法律第５３号）の一部改正により適合判定が義務となる建築物の

対象が拡大されたことに伴う手数料の新設をするとともに、動物の愛護及び管理に関する

法律（昭和４８年法律第１０５号）の一部改正に伴い、同法に規定するマイクロチップを

装着した場合の犬の登録手数料を不要としたいので、この案を提出するものである。 
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第７号議案 

   吉川市文化芸術基本条例 

 文化芸術は、人々の創造力と感性を育むとともに、心のつながりや相互理解、多様性を

受け入れることができる心豊かな社会を形成する大きな意義を持つものです。そして、文

化芸術の推進には、文化の礎たる表現の自由と、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重す

ることが重要です。 

 吉川市は、江戸川と中川という大きな川に挟まれ、江戸（東京）にも近いことから、江

戸時代から物流と都市近郊農業で発展してきました。川と人とのつながりは、川魚料理な

どの食文化、八坂祭りやオビシャ行事などの祭り・行事などにも反映され、吉川の歴史と

文化を育んできました。 

 また、公民館の開設をきっかけに、個人、団体を問わず多様な文化芸術活動が行われ、

昭和５１年から始まった文化祭をはじめ、様々な発表の場が人々に感動を与え、吉川の文

化芸術の土台が築かれてきました。 

 こうした先人たちによる吉川の歴史・文化芸術を継承し、発展させ、新たな文化芸術の

創造を促進していくことは、心豊かな市民生活及び活力ある社会の実現にとってなくては

ならないものです。 

 ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向性を示し、

文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定します。 

 （目的） 

第１条 この条例は、文化芸術基本法（平成１３年法律第１４８号。以下「法」という。）

の趣旨を踏まえ、市における文化芸術に関する施策（以下「文化芸術施策」という。）

に関し、基本理念を定め、市、市民、文化芸術団体、事業者及び教育機関の役割を明

らかにすることにより、文化芸術施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊

かな市民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （基本理念） 

第２条 文化芸術施策の推進に当たっては、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」

という。）を行う者の自主性及び創造性が十分に尊重されなければならない。 

２ 文化芸術施策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれ

ながらの権利であることに鑑み、市民の誰もが等しく文化芸術を鑑賞し、これに参加
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し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。 

３ 文化芸術施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければ

ならない。 

４ 文化芸術施策の推進に当たっては、地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術

の継承及び発展が図られなければならない。 

５ 文化芸術施策の推進に当たっては、人々が集まる場所での文化の発生及び発展の重要

性を踏まえ、多様な交流の場の創出が図られなければならない。 

６ 文化芸術施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く市民の意見が反

映されるよう十分に配慮されなければならない。 

７ 文化芸術施策の推進に当たっては、文化芸術がコミュニティ、国際交流、子育て支援、

高齢・障がい福祉、健康・体力づくり、環境、産業、まちづくり、観光、教育、シテ

ィプロモーション等様々な分野に多面的に活用されるよう図られなければならない。 

８ 前各項に定めるもののほか、文化芸術施策の推進に当たっては、法第２条各項に定め

る基本理念が尊重されなければならない。 

 （市の役割） 

第３条 市は、前条の基本理念にのっとり、文化芸術施策を総合的に策定し、及び実施す

る役割を有する。 

 （市民の役割） 

第４条 市民は、自主的かつ主体的に、文化芸術活動を行うとともに、その多様な文化芸

術活動を相互に理解し、尊重し合うよう努めるものとする。 

 （文化芸術団体の役割） 

第５条 文化芸術活動を行う団体（以下「文化芸術団体」という。）は、自主的かつ主体

的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的

な役割を果たすよう努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第６条 事業者は、自主的かつ主体的に、文化芸術についての関心と理解を深め、文化芸

術活動への支援に努めるものとする。 

 （教育機関の役割） 

第７条 教育機関は、自主的かつ主体的に、文化芸術に親しめる機会の創出に努めるもの
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とする。 

 （文化芸術推進基本計画） 

第８条 教育委員会は、文化芸術施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、法第７条の

２第１項の規定により、文化芸術の推進に関する計画（以下「文化芸術推進基本計画」

という。）を定めるものとする。 

２ 教育委員会は、文化芸術推進基本計画を定めようとするときは、文化芸術活動を行う

者その他市民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 

３ 教育委員会は、文化芸術推進基本計画を定めようとするときは、次条第１項に規定す

る吉川市文化芸術推進審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 教育委員会は、文化芸術推進基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

５ 前３項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。 

 （審議会） 

第９条 市は、文化芸術推進基本計画その他文化芸術の推進に関する重要事項の調査審議

を行うため、法第３７条の規定により、吉川市文化芸術推進審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査審議する。 

 (1) 文化芸術推進基本計画の策定、変更及び進行管理に関すること。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、文化芸術の推進に関すること。 

３ 審議会は、委員５人以内で組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 (1) 文化芸術団体の関係者 

 (2) 学識経験のある者 

 (3) 前２号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員

会が規則で定める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年吉

川町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

別表（第１条、第２条関係） 

区分 報酬額 

略 

文化芸術推進審議会委員 日額 ６，６００

円 

  

 

別表（第１条、第２条関係） 

区分 報酬額 

略 

  

 

  令和４年２月２２日提出 

 吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 文化芸術施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな市民生活及び活力ある

社会の実現に寄与することを目的として、当市における文化芸術施策の基本理念等を定め

たいので、この案を提出するものである。 
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第８号議案 

   吉川市部設置条例の一部を改正する条例 

 吉川市部設置条例（平成８年吉川市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目（以下「移動号細目」

という。）に対応する同表の改正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目（以

下「移動後号細目」という。）が存在する場合には、当該移動号細目を当該移動後号細目

とし、移動号細目に対応する移動後号細目が存在しない場合には、当該移動号細目を削り、

移動後号細目に対応する移動号細目が存在しない場合には、当該移動後号細目を加える。 

 

改正後 改正前 

 

（分掌事務） 

第２条 前条第１項の部の分掌事務は、次に定め

るとおりとする。 

 (1) 略 

 (2) 総務部 

  ア～ウ 略 

 

エ 略 

オ 略 

カ 略 

キ 略 

ク 略 

ケ 略 

コ 略 

サ 略 

 (3)及び(4) 略 

 (5) 市民生活部 

  ア 略 

 

（分掌事務） 

第２条 前条第１項の部の分掌事務は、次に定め

るとおりとする。 

 (1) 略 

 (2) 総務部 

  ア～ウ 略 

エ 市民相談に関すること。 

オ 略 

カ 略 

キ 略 

ク 略 

ケ 略 

コ 略 

サ 略 

シ 略 

 (3)及び(4) 略 

 (5) 市民生活部 

  ア 略 
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  イ 人権に関すること。 

  ウ 市民相談に関すること。 

エ 略 

オ 略 

カ 略 

キ 略 

ク 略 

 (6)及び(7) 略 

２ 略 

  

 

 

イ 略 

ウ 略 

エ 略 

オ 略 

カ 略 

 (6)及び(7) 略 

２ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

  令和４年２月２２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 当市の人権、市民相談、男女共同参画等に関する施策を一体的に推進するため、分掌事

務の見直しを行いたいので、この案を提出するものである。 
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第９号議案 

   吉川市減債基金条例 

 （設置） 

第１条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資

するため、吉川市減債基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、当該積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算で定

める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編

入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。 

 (1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てる

とき。 

 (2) 市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充

てるとき。 

 (3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。 

 (4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の

財源に充てるとき。 

 （委任） 
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第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 普通地方交付税として令和３年度の臨時財政対策債を償還するための基金の積立てに要

する経費が措置されることを契機に、市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる市

財政の健全な運営に資するため、吉川市減債基金を設置したいので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

  



66 

第１０号議案 

   吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年吉川町条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という。）を加え

る。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下「改正後部分」

という。）が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分

が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間

外勤務の制限） 

第８条の２ 略 

２及び３ 略 

４ 前３項の規定は、第１４条第２項第１４号の

２に規定する日常生活を営むのに支障がある者

（以下この項において「要介護者」という。）

を介護する職員について準用する。この場合に

おいて、第１項中「小学校就学の始期に達する

までの子（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１

 

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間

外勤務の制限） 

第８条の２ 略 

２及び３ 略 

４ 前３項の規定は、第１４条第２項第１４号の

２に規定する日常生活を営むのに支障がある者

（以下この項において「要介護者」という。）

を介護する職員について準用する。この場合に

おいて、第１項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員（職員の配偶者で当該子の

親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の

午前５時までの間をいう。以下この項において

同じ。）において常態として当該子を養育する

ことができるものとして規則で定める者に該当

する場合における当該職員を除く。）が、規則

で定めるところにより、当該子を養育」とあ
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６４号）第２７条第１項第３号の規定により同

法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親で

ある職員に委託されている児童その他これらに

準ずる者として規則で定める者を含む。以下同

じ。）のある職員（職員の配偶者で当該子の親

であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午

前５時までの間をいう。以下この項において同

じ。）において常態として当該子を養育するこ

とができるものとして規則で定める者に該当す

る場合における当該職員を除く。）が、規則で

定めるところにより、当該子を養育」とあり、

第２項中「３歳に満たない子のある職員が、規

則で定めるところにより、当該子を養育」とあ

り、及び前項中「小学校就学の始期に達するま

での子のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは、「要介護者の

ある職員が、規則で定めるところにより、当該

要介護者を介護」と、第１項中「深夜におけ

る」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の

午前５時までの間をいう。）における」と、第

２項中「当該請求をした職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困難である」

とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み

替えるものとする。 

５ 略 

 

 （特別休暇） 

第１４条 略 

２ 職員は、次に掲げる場合に、それぞれの場合

り、第２項中「３歳に満たない子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該子を養

育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に

達するまでの子のある職員が、規則で定めると

ころにより、当該子を養育」とあるのは、「要

介護者のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜

における」とあるのは「深夜（午後１０時から

翌日の午前５時までの間をいう。）における」

と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処

理するための措置を講ずることが著しく困難で

ある」とあるのは「公務の運営に支障がある」

と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 略 

 

 （特別休暇） 

第１４条 略 

２ 職員は、次に掲げる場合に、それぞれの場合
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について定める期間、特別休暇を受けることが

できる。 

 (1)～(12) 略 

 (12)の２ 職員が不妊治療に係る通院等のため

勤務しないことが相当であると認められる場

合 １の年度において５日（当該通院等が体

外受精その他の規則で定める不妊治療に係る

ものである場合にあっては、１０日）の範囲

内の期間 

 (13)～(14) 略 

 (14)の２ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この

号において同じ。）、父母、子、配偶者の父

母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老

齢により規則で定める期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるもの（以下「要介護

者」という。）の介護その他規則で定める世

話を行う職員が、当該世話を行うため勤務し

ないことが相当であると認められる場合 １

の年度において５日（要介護者が２人以上の

場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

 

 (15)～(20) 略 

  

について定める期間、特別休暇を受けることが

できる。 

 (1)～(12) 略 

 

 

 

 

 

 

 (13)～(14) 略 

 (14)の２ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この

号において同じ。）、父母、子、配偶者の父

母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老

齢により規則で定める期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるもの（以下この号及び

第１５条において「要介護者」という。）の

介護その他規則で定める世話を行う職員が、

当該世話を行うため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 １の年度において５

日（要介護者が２人以上の場合にあっては、

１０日）の範囲内の期間 

 (15)～(20) 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   
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提案理由 

 職員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、不妊治療に係る休暇を新たに設けるとと

もに、所要の改正を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第１１号議案 

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年吉川町条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目（以下「移動号細目」

という。）に対応する同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれ

た条、項、号及び号の細目（以下「移動後条項等」という。）が存在する場合には、当該

移動号細目を当該移動後条項等とし、移動号細目に対応する移動後条項等が存在しない場

合には、当該移動号細目（以下「削除号細目」という。）を削り、移動後条項等に対応す

る移動号細目が存在しない場合には、当該移動後条項等（以下「追加条項等」という。）

を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の細目の表示及び削除号細目を除く。以

下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分（条、項、号及び号の細目の表示並びに追加条項等を除く。）に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項本文の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の

非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

 

 

 

   (ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第

１項に規定する子をいう。以下同じ。）

 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項本文の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の

非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

   (ｱ) 任命権者を同じくする職（以下「特定

職」という。）に引き続き在職した期間

が１年以上である非常勤職員 

   (ｲ) その養育する子（育児休業法第２条第

１項に規定する子をいう。以下同じ。）
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が１歳６月に達する日（以下「１歳６月

到達日」という。）（第２条の４の規定

に該当する場合にあっては、２歳に達す

る日）までに、その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が

満了すること及び引き続いて任命権者を

同じくする職（以下「特定職」とい

う。）に採用されないことが明らかでな

い非常勤職員 

   (ｲ) 略 

  イ及びウ 略 

 

 （部分休業をすることができない職員） 

第２０条 育児休業法第１９条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1) 略 

 (2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を

考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常

勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占める職員（以下

「再任用短時間勤務職員等」という。）を除

く。） 

 

 

 

 

 

 （部分休業の承認の取消事由） 

第２３条 略 

が１歳６月に達する日（以下「１歳６月

到達日」という。）（第２条の４の規定

に該当する場合にあっては、２歳に達す

る日）までに、その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が

満了すること及び特定職に引き続き採用

されないことが明らかでない非常勤職員 

 

 

   (ｳ) 略 

  イ及びウ 略 

 

 （部分休業をすることができない職員） 

第２０条 育児休業法第１９条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1) 略 

 (2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の

非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員

（以下「再任用短時間勤務職員等」とい

う。）を除く。） 

 

  ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以

上である非常勤職員 

  イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間

を考慮して規則で定める非常勤職員 

 

 （部分休業の承認の取消事由） 

第２３条 略 
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 （妊娠又は出産等についての申出があった場合

における措置等） 

第２４条 任命権者は、職員が当該任命権者に対

し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出

産したことその他これに準ずる事実を申し出た

ときは、当該職員に対して、育児休業に関する

制度その他の事項を知らせるとともに、育児休

業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認す

るための面談その他の措置を講じなければなら

ない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出を

したことを理由として、当該職員が不利益な取

扱いを受けることがないようにしなければなら

ない。 

 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第２５条 任命権者は、育児休業の承認の請求が

円滑に行われるようにするため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 (1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

 (2) 育児休業に関する相談体制の整備 

 (3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関

する措置 

 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

  令和４年２月２２日提出 
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吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のため、育児休業等の取得要件の緩和及び

育児休業を取得しやすい勤務環境の整備を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第１２号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区盛土工事（その１２） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和５年３月３１日まで 

４ 請負金額  ３５２，０００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県吉川市中央三丁目３８番地９  

        氏名又は名称 金杉建設株式会社吉川支店 

        代表者職氏名 支店長 藤沼修 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区盛土工事（その１２）の請負契約を締結したいので、吉川市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第

６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第１３号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区上下水道管布設工事（その７） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  変更前 市議会の議決を得た日から令和４年３月２８日まで 

        変更後 市議会の議決を得た日から令和４年７月２９日まで 

４ 請負金額  変更前 ２７２，８００，０００円 

        変更後 ２６０，７００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県吉川市吉川一丁目２８番地８ 

        氏名又は名称 日清建設株式会社東部営業所 

        代表者職氏名 所長 早川明男 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和３年６月１１日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区上下水道管布設工事

（その７）の請負契約について、一部の土地の借上げ交渉が難航し、その部分の工事を令

和４年度以降に先送りする必要が生じたことや、ＪＲ武蔵野線の側道の暫定切替え工事に

当たり、交通管理者との協議に不測の時間を要したこと等から、工期及び請負金額の変更

をしたいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第１４号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区水路工事（その８） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  変更前 市議会の議決を得た日から令和４年３月２８日まで 

        変更後 市議会の議決を得た日から令和４年６月３０日まで 

４ 請負金額  ２７５，０００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県吉川市中央三丁目３８番地９ 

        氏名又は名称 金杉建設株式会社吉川支店 

        代表者職氏名 支店長 藤沼修 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和３年６月１１日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区水路工事（その８）

の請負契約について、１１月と１２月の大雨により、隣接する準用河川上第二大場川の増

水で作業区域が冠水し、工事の進捗に影響が生じたことから、工期を変更したいので、吉

川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町

条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第１５号議案 

   埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、埼玉県市町村

総合事務組合規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 埼玉県都市競艇組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更すること

について協議したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９０条の規定によ

り、この案を提出するものである。 
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別紙 

   埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 埼玉県市町村総合事務組合規約（平成１８年指令市第７４５号）の一部を次のように変

更する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

別表第１（第３条関係） 

組合市町村 

秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東

松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 

深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入

間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川

市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷

市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高

市 吉川市 ふじみ野市 熊谷市 蕨市 白岡

市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 越生町 滑川

町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町

 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿

野町 東秩父村 美里町 神川町 上里町 寄

居町 宮代町 杉戸町 松伏町 埼玉県都市ボ

ートレース企業団 埼葛斎場組合 越谷・松伏

水道企業団 蓮田白岡衛生組合 久喜宮代衛生

組合 朝霞地区一部事務組合 埼玉県市町村総

合事務組合 桶川北本水道企業団 小川地区衛

生組合 皆野・長瀞下水道組合 上尾桶川伊奈

衛生組合 志木地区衛生組合 北本地区衛生組

 

別表第１（第３条関係） 

組合市町村 

秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東

松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 

深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入

間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川

市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷

市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高

市 吉川市 ふじみ野市 熊谷市 蕨市 白岡

市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 越生町 滑川

町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町

 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿

野町 東秩父村 美里町 神川町 上里町 寄

居町 宮代町 杉戸町 松伏町 埼玉県都市競

艇組合 埼葛斎場組合 越谷・松伏水道企業団

 蓮田白岡衛生組合 久喜宮代衛生組合 朝霞

地区一部事務組合 埼玉県市町村総合事務組合

 桶川北本水道企業団 小川地区衛生組合 皆

野・長瀞下水道組合 上尾桶川伊奈衛生組合 

志木地区衛生組合 北本地区衛生組合 入間西
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合 入間西部衛生組合 東埼玉資源環境組合 

本庄上里学校給食組合 坂戸、鶴ヶ島水道企業

団 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 秩父広域市町村

圏組合 坂戸地区衛生組合 入間東部地区事務

組合 吉川松伏消防組合 児玉郡市広域市町村

圏組合 彩北広域清掃組合 埼玉西部環境保全

組合 坂戸・鶴ヶ島消防組合 比企広域市町村

圏組合 埼玉県央広域事務組合 西入間広域消

防組合 埼玉中部環境保全組合 毛呂山・越

生・鳩山公共下水道組合 広域利根斎場組合 

大里広域市町村圏組合 埼玉西部消防組合 埼

玉東部消防組合 草加八潮消防組合 

 

別表第２（第４条関係） 

共同処理

する事務 

組合市町村 

第４条第

１号に掲

げる事務 

秩父市 所沢市 飯能市 加須市

 本庄市 東松山市 春日部市 

狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市

 上尾市 草加市 越谷市 戸田

市 入間市 朝霞市 志木市 和

光市 新座市 桶川市 久喜市 

北本市 八潮市 富士見市 三郷

市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴

ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ

野市 白岡市 伊奈町 三芳町 

毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山

町 小川町 川島町 吉見町 鳩

山町 ときがわ町 横瀬町 皆野

部衛生組合 東埼玉資源環境組合 本庄上里学

校給食組合 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 坂戸、

鶴ヶ島下水道組合 秩父広域市町村圏組合 坂

戸地区衛生組合 入間東部地区事務組合 吉川

松伏消防組合 児玉郡市広域市町村圏組合 彩

北広域清掃組合 埼玉西部環境保全組合 坂

戸・鶴ヶ島消防組合 比企広域市町村圏組合 

埼玉県央広域事務組合 西入間広域消防組合 

埼玉中部環境保全組合 毛呂山・越生・鳩山公

共下水道組合 広域利根斎場組合 大里広域市

町村圏組合 埼玉西部消防組合 埼玉東部消防

組合 草加八潮消防組合 

 

別表第２（第４条関係） 

共同処理

する事務 

組合市町村 

第４条第

１号に掲

げる事務 

秩父市 所沢市 飯能市 加須市

 本庄市 東松山市 春日部市 

狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市

 上尾市 草加市 越谷市 戸田

市 入間市 朝霞市 志木市 和

光市 新座市 桶川市 久喜市 

北本市 八潮市 富士見市 三郷

市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴

ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ

野市 白岡市 伊奈町 三芳町 

毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山

町 小川町 川島町 吉見町 鳩

山町 ときがわ町 横瀬町 皆野



80 

町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村

 美里町 神川町 上里町 寄居

町 宮代町 杉戸町 松伏町 埼

玉県都市ボートレース企業団 埼

葛斎場組合 越谷・松伏水道企業

団 蓮田白岡衛生組合 久喜宮代

衛生組合 朝霞地区一部事務組合

 埼玉県市町村総合事務組合 桶

川北本水道企業団 小川地区衛生

組合 皆野・長瀞下水道組合 上

尾桶川伊奈衛生組合 志木地区衛

生組合 北本地区衛生組合 入間

西部衛生組合 東埼玉資源環境組

合 本庄上里学校給食組合 坂

戸、鶴ヶ島水道企業団 坂戸、鶴

ヶ島下水道組合 秩父広域市町村

圏組合 坂戸地区衛生組合 入間

東部地区事務組合 吉川松伏消防

組合 児玉郡市広域市町村圏組合

 彩北広域清掃組合 埼玉西部環

境保全組合 坂戸・鶴ヶ島消防組

合 比企広域市町村圏組合 埼玉

県央広域事務組合 西入間広域消

防組合 埼玉中部環境保全組合 

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組

合 広域利根斎場組合 大里広域

市町村圏組合 埼玉西部消防組合

 埼玉東部消防組合 草加八潮消

防組合 

町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村

 美里町 神川町 上里町 寄居

町 宮代町 杉戸町 松伏町 埼

玉県都市競艇組合 埼葛斎場組合

 越谷・松伏水道企業団 蓮田白

岡衛生組合 久喜宮代衛生組合 

朝霞地区一部事務組合 埼玉県市

町村総合事務組合 桶川北本水道

企業団 小川地区衛生組合 皆

野・長瀞下水道組合 上尾桶川伊

奈衛生組合 志木地区衛生組合 

北本地区衛生組合 入間西部衛生

組合 東埼玉資源環境組合 本庄

上里学校給食組合 坂戸、鶴ヶ島

水道企業団 坂戸、鶴ヶ島下水道

組合 秩父広域市町村圏組合 坂

戸地区衛生組合 入間東部地区事

務組合 吉川松伏消防組合 児玉

郡市広域市町村圏組合 彩北広域

清掃組合 埼玉西部環境保全組合

 坂戸・鶴ヶ島消防組合 比企広

域市町村圏組合 埼玉県央広域事

務組合 西入間広域消防組合 埼

玉中部環境保全組合 毛呂山・越

生・鳩山公共下水道組合 広域利

根斎場組合 大里広域市町村圏組

合 埼玉西部消防組合 埼玉東部

消防組合 草加八潮消防組合 
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略 

  

略 

  

 

   附 則 

 この規約は、令和４年４月１日から施行する。 
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第１６号議案 

   副市長の選任について 

 副市長に次の者を選任することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 篠田好充 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 副市長の椎葉祐司氏が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、その後任者を

選任することについて同意を得たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６

２条の規定により、この案を提出するものである。 
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経  歴  書 

氏  名 篠田好充 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和５７年 ４月から 

吉川市役所（吉川町役場）勤務 

現在に至る 

 

（吉川市役所勤務中の主な職） 

 平成１５年４月 政策室合併担当主幹 

 平成１７年４月 総務部市民課長 

 平成１８年４月 総務部財政課長兼工事検査課長 

 平成２０年４月 総務部次長兼財政課長 

 平成２１年４月 政策室次長兼政策室主幹 

 平成２３年４月 教育委員会事務局教育部長 

 平成２９年４月 議会事務局長 

 平成３１年４月 議会事務局次長兼総務係長（再任用） 
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第１７号議案 

   教育委員会教育長の任命について 

 教育委員会教育長に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 戸張利恵 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 教育委員会教育長の戸張利恵氏が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、再

度任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、この案を提出するものである。 
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経  歴  書 

氏  名 戸張利恵 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和５６年 ４月から 
越谷市立蒲生南小学校教諭 

平成 ３年 ３月まで 

平成 ３年 ４月から 
越谷市立大相模小学校教諭 

平成１０年 ３月まで 

平成１０年 ４月から 
越谷市立越ヶ谷小学校教諭 

平成１４年 ３月まで 

平成１４年 ４月から 
三郷市立さつき小学校教諭 

平成１７年 ３月まで 

平成１７年 ４月から 
越谷市教育委員会指導主事 

平成２２年 ３月まで 

平成２２年 ４月から 
三郷市立鷹野小学校教頭 

平成２４年 ３月まで 

平成２４年 ４月から 
越谷市立桜井小学校長 

平成２６年 ３月まで 

平成２６年 ４月から 
吉川市教育委員会事務局教育部副部長兼学校教育課長 

平成２８年 ３月まで 

平成２８年 ４月から 
越谷市立南越谷小学校長 

平成３１年 ３月まで 

平成３１年 ４月から 
吉川市教育委員会教育長 

現在に至る 
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第１８号議案 

   農業委員会委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者とすることに

ついて 

 農業委員会委員の過半数を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者とすることについ

て同意を求める。 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会委員の任命に当たり、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第８条第５項に規定する認定農業者等が委員の過半数に至らなかったため、農業委員会等

に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）第２条第１号の規定に基づき、委

員の過半数を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者とすることについて同意を得たい

ので、この案を提出するものである。 
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第１９号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 岡田初幸 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として岡田初幸氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 岡田初幸 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴  

昭和５４年 ４月から 

吉川市役所（吉川町役場）勤務 

平成３０年 ３月まで 

昭和５４年 ４月から 

兼業にて就農 

現在に至る 

平成３０年 ４月から 

○○○○○○○ 

現在に至る 

平成３０年 ４月から 

上内川第１農事組合長 

現在に至る 

令和 ４年 １月から 

認定農業者 

現在に至る 
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第２０号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 中村健一 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として中村健一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 中村健一 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴  

昭和４９年 ４月から 

草加市役所勤務 

令和 ３年 ３月まで 

昭和４９年 ４月から 

兼業にて就農 

令和 ３年 ３月まで 

令和 ３年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

平成２３年 ４月から 

八子新田第１農事組合長 

平成２５年 ３月まで 

令和 ２年 ４月から 

八子新田自治会長 

現在に至る 
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第２１号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 森田文雄 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として森田文雄氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 森田文雄 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴  

昭和５７年 ４月から 

野田市役所勤務 

現在に至る 

昭和５７年 ４月から 

兼業にて就農 

現在に至る 

平成１８年 ４月から 

下広第２農事組合長 

平成２２年 ３月まで 
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第２２号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 吉野武司 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として吉野武司氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 吉野武司 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴  

昭和４９年 ４月から 

○○○○○○○ 

昭和５２年 ５月まで 

昭和４９年 ４月から 

兼業にて就農 

平成２８年 ３月まで 

昭和５３年 ５月から 

○○○○○○○ 

昭和５４年 ２月まで 

昭和５４年 ４月から 

吉川市役所（吉川町役場）勤務 

平成２８年 ３月まで 

平成２８年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

令和 ３年 ４月から 

飯島自治会副会長 

現在に至る 
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第２３号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 鈴木浩一 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として鈴木浩一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 鈴木浩一 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴  

昭和４６年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

平成１８年 ４月から 

関新田農事組合長 

平成２０年 ３月まで 

平成２０年 ３月から 

認定農業者 

現在に至る 

 

  



97 

第２４号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 高鹿武男 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として高鹿武男氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 高鹿武男 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴  

昭和４８年 ４月から 

○○○○○○○ 

平成２１年 ９月まで 

平成１２年１１月から 

兼業にて就農 

現在に至る 

平成２３年 １月から 

○○○○○○○ 

現在に至る 

平成２６年 ４月から 

保第１農事組合長 

現在に至る 

 

  



99 

第２５号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 戸井田隆 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として戸井田隆氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 戸井田隆 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和５０年 ４月から 

埼玉県立高等学校勤務 

平成３０年 ３月まで 

昭和５０年 ４月から 

兼業にて就農 

平成３０年 ３月まで 

平成２９年 ４月から 

中新田地区農事組合長 

現在に至る 

平成２９年 ４月から 

埼玉県農業共済組合支部長（中新田地区） 

現在に至る 

平成３０年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

 

  



101 

第２６号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 柏咲子 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として柏咲子氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出するも

のである。 
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経  歴  書 

氏  名 柏咲子 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

平成 ５年 ４月から 

○○○○○○○ 

平成１７年 ６月まで 

平成１９年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

平成２４年 ６月から 

さいかつ農業協同組合フレッシュファーム産直部入部 

現在に至る 

令和 ２年 ２月から 

Ｓ－ＧＡＰ取得 

現在に至る 

令和 ３年 ３月から 

認定農業者 

現在に至る 

 

  



103 

第２７号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 渡邉慎也 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として渡邉慎也氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 渡邉慎也 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴  

平成１４年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

平成２３年 ４月から 

吉川市農業青年会議所会員 

現在に至る 

平成２５年 ３月から 

認定農業者 

現在に至る 
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第２８号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 水村進 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな農

業委員会委員として水村進氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出するも

のである。 
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経  歴  書 

氏  名 水村進 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴  

昭和５３年 ４月から さいかつ農業協同組合（吉川町農業協同組合・埼玉吉川農

業協同組合）勤務 令和 ２年 ３月まで 

昭和５３年 ４月から 

兼業にて就農 

令和 ２年 ３月まで 

平成１９年 ４月から 

松高農事組合長 

平成２１年 ３月まで 

平成３１年 ４月から 

松高農事組合長 

令和 ３年 ３月まで 

令和 ２年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

令和 ４年 １月から 

認定農業者 

現在に至る 
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第２９号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 吉澤宏 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続き

農業委員会委員として吉澤宏氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 吉澤宏 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和６３年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

平成１３年 ２月から 

認定農業者 

現在に至る 

平成２４年 ２月から 

さいかつ農業協同組合フレッシュファーム産直部部長 

平成３０年 １月まで 

平成２９年 ４月から 

川藤第２地区農事組合長 

平成３１年 ３月まで 

平成３１年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 

 

  



109 

第３０号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 宇野直樹 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続き

農業委員会委員として宇野直樹氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

氏  名 宇野直樹 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和６２年 ４月から 

○○○○○○○ 

現在に至る 

昭和６２年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

平成２３年１１月から 

埼玉県指導農業士 

現在に至る 

平成３１年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 

 

  



111 

第３１号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 立原司朗 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続き

農業委員会委員として立原司朗氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 

  



112 

経  歴  書 

氏  名 立原司朗 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和５０年 ４月から 
○○○○○○○ 

平成１２年 ３月まで 

昭和５０年 ４月から 
兼業にて就農 

平成１２年 ３月まで 

平成１２年 ３月から 
専業にて就農 

現在に至る 

平成１３年 ４月から 
皿沼農事組合長 

平成２２年 ３月まで 

平成１４年 ５月から 
認定農業者 

現在に至る 

平成２０年 ６月から 
さいかつ農業協同組合理事 

平成２９年 ６月まで 

平成２９年 ６月から 
さいかつ農業協同組合代表監事 

令和 ２年 ６月まで 

平成２２年 ２月から 
吉川市農業委員会委員 

平成３１年 ３月まで 

平成３１年 ４月から 
吉川市農業委員会会長 

現在に至る 

平成３１年 ４月から 
吉川市地域農業再生協議会副会長 

現在に至る 

令和 元年１２月から 
さいかつ農業協同組合管内農作業受委託料金協議会会長 

現在に至る 

令和 元年１２月から 
吉川市土地開発公社理事 

現在に至る 

  



113 

第３２号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 馬巻俊一 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続き

農業委員会委員として馬巻俊一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 

  



114 

経  歴  書 

氏  名 馬巻俊一 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和５３年 ４月から 

吉川市役所（吉川町役場）勤務 

平成３０年 ３月まで 

昭和５３年 ４月から 

兼業にて就農 

平成３０年 ３月まで 

平成３０年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

平成３０年 ４月から 

関農事組合長 

現在に至る 

平成３１年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 

令和 ２年１２月から 

葛西用水路土地改良区総代 

現在に至る 

令和 ４年 １月から 

認定農業者 

現在に至る 

 

（吉川市役所勤務中の主な職） 

 平成２１年４月 市民生活部市民安全課長 

 平成２４年４月 工事検査課長  
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第３３号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 萩原豊子 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続き

農業委員会委員として萩原豊子氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 

  



116 

経  歴  書 

氏  名 萩原豊子 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和４５年 ４月から 

松伏町役場勤務 

平成２２年 ３月まで 

昭和５０年 １月から 

兼業にて就農 

令和 ３年 ３月まで 

平成２２年 ４月から 

松伏町社会福祉協議会勤務 

令和 ３年 ３月まで 

令和 ３年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

平成２５年 １月から 

さいかつ農業協同組合吉川地区女性部部長 

平成２９年 ６月まで 

平成２９年 ６月から 

さいかつ農業協同組合女性部本部長 

令和 ２年 ５月まで 

令和 ２年 ６月から 

さいかつ農業協同組合女性部副本部長 

現在に至る 

平成２７年 ６月から 

さいかつ農業協同組合理事 

平成３０年 ５月まで 

平成３１年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 
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第３４号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 多々良俊明 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続き

農業委員会委員として多々良俊明氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員

会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 
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経  歴  書 

氏  名 多々良俊明 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和４５年 ４月から さいかつ農業協同組合（吉川町農業協同組合・埼玉吉川農

業協同組合）勤務 平成２２年 ３月まで 

昭和４５年 ４月から 

兼業にて就農 

平成２２年 ３月まで 

平成２２年 ４月から 

専業にて就農 

現在に至る 

平成２８年 １月から 

認定農業者 

現在に至る 

平成２８年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 

平成２９年 ６月から 

さいかつ農業協同組合理事 

現在に至る 

 

  



119 

第３５号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 齊藤忠男 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続き

農業委員会委員として齊藤忠男氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。 
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経  歴  書 

氏  名 齊藤忠男 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和４０年 ４月から 
○○○○○○○ 

昭和４３年 ３月まで 

昭和４３年 ５月から 
○○○○○○○ 

平成１３年 ３月まで 

昭和６１年 ４月から 
兼業にて就農 

平成１３年 ３月まで 

平成１３年 ４月から 

専業にて就農 
現在に至る 

平成１３年 ７月から 
○○○○○○○ 

現在に至る 

平成２０年 ４月から 
八子第２地区農事組合長 

平成２２年 ３月まで 

平成２１年 ４月から 
葛西用水路土地改良区理事 

現在に至る 

平成２５年 ２月から 
吉川市農業委員会委員 

平成２８年 ３月まで 

平成２８年 ４月から 
吉川市農地利用最適化推進委員 

平成３１年 ３月まで 

平成３１年 ４月から 
吉川市農業委員会委員 

現在に至る 
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第３６号議案 

   農業委員会委員の任命について 

 農業委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 辻󠄀田満 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 農業委員会の全ての委員が令和４年３月３１日をもって任期満了となるため、引き続き

農業委員会委員として辻󠄀田満氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等

に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 
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経  歴  書 

氏  名 辻󠄀田満 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

昭和４８年 ４月から 

○○○○○○○ 

平成１６年 ９月まで 

平成１６年１１月から 

○○○○○○○ 

現在に至る 

平成２８年 ４月から 

吉川市農業委員会委員 

現在に至る 
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諮問第１号 

   人権擁護委員の推薦について 

 人権擁護委員として次の者を推薦したいので意見を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 菊地徹 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年２月２２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 人権擁護委員の森田扶美子氏が令和４年６月３０日をもって任期満了となるため、

その後任者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６

条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
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経  歴  書 

氏  名 菊地徹 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

 昭和５２年 ４月から 

             吉川市役所（吉川町役場）勤務 

 平成２７年 ３月まで 

 

（吉川市役所勤務中の主な職） 

 平成１８年４月 総務部庶務課長 

 平成２２年４月 健康福祉部子育て支援課長 

 平成２５年４月 総務部市民課長 

 


